
（１）死亡事例
厚生労働省が、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市（以下「都道府県等」という。）に対する調査により把握した、平成

29年４月１日から平成30年３月31日までの間に発生し、又は表面化した子ども虐待による死亡事例58例（65人）を対象とした。

※未遂とは、親は生存したが子どもは死亡した事例をいう。
※（ ）内は、都道府県等が虐待による死亡と断定できないと報告のあった事例について、本委員会にて検証を行い、虐待死として検証すべきと判断

された事例数

（２）重症事例（死亡に至らなかった事例）
厚生労働省が、都道府県等に対する調査により把握した、平成29年４月１日から６月30日までの間に全国の児童相談所が虐待

相談として受理した事例の中で、同年９月１日時点までに、「身体的虐待」等による生命の危険にかかわる受傷、又は「養育の
放棄・怠慢」等のために衰弱死の危険性があった事例７例（７人）を対象とした。

【参考】死亡事例数及び人数（第１次報告から第14次報告）
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子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第15次報告）の概要
社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会【令和元年８月】

１．検証対象


